
－ 68 －

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和四十七年法律第百十三号）

第一章　総則

（目的）�
第一条　この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的
とする。

（基本的理念）
第二条　この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、
充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

２　事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように
努めなければならない。

（啓発活動）
第三条　国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深め
るとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な
啓発活動を行うものとする。

（男女雇用機会均等対策基本方針）
第四条　厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針（以
下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。

２　男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一　男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関する事項
二　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項

３　男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮し
て定められなければならない。

４　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、
都道府県知事の意見を求めるものとする。

５　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
６　前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。

第二章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

第一節　性別を理由とする差別の禁止等

（性別を理由とする差別の禁止）
第五条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第六条　事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一　労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降格及び教育訓練
二　住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三　労働者の職種及び雇用形態の変更
四　退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

（性別以外の事由を要件とする措置）

関連条文、指針Ⅵ
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第七条　事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とする
もののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそ
れがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施
が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合
その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

（女性労働者に係る措置に関する特例）
第八条　前三条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善
することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）
第九条　事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
２　事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
３　事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第
六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は
出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱い
をしてはならない。

４　妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が
当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

（指針）
第十条　厚生労働大臣は、第五条から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切
に対処するために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

２　第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、
都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

第二節　事業主の講ずべき措置等

（職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等）
第十一条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条
件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

２　事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理
由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

３　事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応
ずるように努めなければならない。

４　厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要
な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

５　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、
都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

（職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務）
第十一条の二　国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つ
てはならないことその他当該言動に起因する問題（以下この条において「性的言動問題」という。）に対する事業主その
他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

２　事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対す
る言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努
めなければならない。

３　事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働
者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

４　労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の
講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

関連条文、指針
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（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等）
第十一条の三　事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産し
たこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をした
ことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環
境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用
管理上必要な措置を講じなければならない。

２　第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べ
た場合について準用する。

３　厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要
な指針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

４　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、
都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

（職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務）
第十一条の四　国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因
する問題（以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。）に対する事業主その他国民一般の関心と理解を
深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

２　事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の
労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力
するように努めなければならない。

３　事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解
を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

４　労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、
事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）
第十二条　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法（昭和四十年法律第
百四十一号）の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければな
らない。

第十三条　事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるように
するため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指
針（次項において「指針」という。）を定めるものとする。

３　第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、
都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

（男女雇用機会均等推進者）
第十三条の二　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条
の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待
遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任
するように努めなければならない。

第三節　事業主に対する国の援助

第十四条　国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野に
おける男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又
は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一　その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二�　前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当た
つて必要となる措置に関する計画の作成
三　前号の計画で定める措置の実施
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四　前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
五　前各号の措置の実施状況の開示

第三章　紛争の解決

第一節　紛争の解決の援助等

（苦情の自主的解決）
第十五条　事業主は、第六条、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項（労働者の募集及び採用に係る
ものを除く。）に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事業主を代表する者及び当該事業場の労
働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）に対し当該苦情の処理をゆ
だねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

（紛争の解決の促進に関する特例）
第十六条　第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項及び第二項（第十一条の三第二項において準用する場合を含む。）、
第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律（平成十三年法律第百十二号）第四条、第五条及び第十二条から第十九条ま
での規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

（紛争の解決の援助）
第十七条　都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を
求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

２　第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。

第二節　調停

（調停の委任）
第十八条　都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争（労働者の募集及び採用についての紛争を除く。）について、当
該紛争の当事者（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決の
ために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委
員会」という。）に調停を行わせるものとする。

２　第十一条第二項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

（調停）
第十九条　前条第一項の規定に基づく調停（以下この節において「調停」という。）は、三人の調停委員が行う。
２　調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。

第二十条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働
者その他の参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

第二十一条　委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働
局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から
当該事件につき意見を聴くものとする。

第二十二条　委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

第二十三条　委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることがで
きる。

２　委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。

（時効の完成猶予）
第二十四条　前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受
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けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申
請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

（訴訟手続の中止）
第二十五条　第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合に
おいて、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月
以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一　当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
二　前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。

２　受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
３　第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てること
ができない。

（資料提供の要求等）
第二十六条　委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資
料の提供その他必要な協力を求めることができる。

（厚生労働省令への委任）
第二十七条　この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第四章　雑則

（調査等）
第二十八条　厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとす
る。

２　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
３　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第二十九条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、
指導若しくは勧告をすることができる。

２　前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任するこ
とができる。

（公表）
第三十条　厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項及び第二項（第十一条
の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。）、第十一条の三第一項、第十二条並びに
第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受け
た者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

（船員に関する特例）
第三十一条　船員職業安定法（昭和二十三年法律第百三十号）第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろ
うとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項（同条第六項、第十条第二項、第十一条第五項、第
十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。）、第十条第一項、第十一条第四項、第十一条の三第
三項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項（同条第六項、第
十条第二項、第十一条第五項、第十一条の三第四項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」
とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十一条の三第一項、第十二条、第十三条の
二及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法（昭和二十二
年法律第四十九号）第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をした
こと」とあるのは「船員法（昭和二十二年法律第百号）第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつ
たこと」と、第十一条の三第一項中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第
二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつ
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たこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運
輸監理部長を含む。）」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）」とあるのは「第
二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。

２　前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条か
ら第二十七条までの規定は、適用しない。

３　前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
４　調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮（こ）以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
５　第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条
まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」
とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監理部を含む。）」
と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」
とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とある
のは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

（適用除外）
第三十二条　第二章第一節、第十三条の二、同章第三節、前章、第二十九条及び第三十条の規定は、国家公務員及び地方公
務員に、第二章第二節（第十三条の二を除く。）の規定は、一般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭
和二十三年法律第二百五十七号）第二条第二号の職員を除く。）、裁判所職員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九
号）の適用を受ける裁判所職員、国会職員法（昭和二十二年法律第八十五号）の適用を受ける国会職員及び自衛隊法（昭
和二十九年法律第百六十五号）第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。

第五章　罰則

第三十三条　第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附　則　
（施行期日）
１　この法律は、公布の日から施行する。

（令和八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均等推進者の業務）
２�　令和八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（平成二十七年法律第六十四号）第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条
の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。

附　則　（令和元年六月五日法律第二四号）　抄

（施行期日）
第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各
号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第三条中労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四条の改正規定並
びに次条及び附則第六条の規定　公布の日

（罰則に関する経過措置）
第五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）
第六条　この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）
第七条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討
を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則
（昭和六十一年一月二十七日労働省令第二号）

（福利厚生）
第一条　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「法」という。）第六条第二号の厚生
労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
一　生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
二　労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
三　労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
四　住宅の貸与

（実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置）
第二条　法第七条の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
一　労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を要件とするもの
二�　労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者の住居の移転を伴う配置転換に応じ
ることができることを要件とするもの
三�　労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換された経験があることを要
件とするもの

（法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由）
第二条の二　法第九条第三項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一　妊娠したこと。
二　出産したこと。
三　法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四�　労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務
に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは
女性労働基準規則（昭和六十一年労働省令第三号）第二条第二項の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により
業務に従事しなかつたこと。
五�　労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第二項
の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
六　労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をし、又は同項の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
七�　労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により一週間について同法第三十二条第一
項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第六十六条第二項の規定
による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条
第三項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
八　労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をし、又は同条第二項の規定による育児時間を取得したこと。
九　妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。

（法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由）
第二条の三　法第十一条の三第一項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一　妊娠したこと。
二　出産したこと。
三�　法第十二条若しくは第十三条第一項の規定による措置を求めようとし、若しくは措置を求め、又はこれらの規定によ
る措置を受けたこと。
四�　労働基準法第六十四条の二第一号若しくは第六十四条の三第一項の規定により業務に就くことができず、若しくはこ
れらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第六十四条の二第一号若しくは女性労働基準規則第二条第二項の
規定による申出をしようとし、若しくは申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
五�　労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求しようとし、若しくは請求し、若しくは同項の規定による休業
をしたこと又は同条第二項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
六�　労働基準法第六十五条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同項の規定により他の軽易な
業務に転換したこと。
七�　労働基準法第六十六条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により一週間
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について同法第三十二条第一項の労働時間若しくは一日について同条第二項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、
同法第六十六条第二項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせ
ず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第六十六条第三項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、
若しくは同項の規定により深夜業をしなかつたこと。
八�　労働基準法第六十七条第一項の規定による請求をしようとし、若しくは請求をし、又は同条第二項の規定による育児
時間を取得したこと。
九　妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。

（法第十二条の措置）
第二条の四　事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な
時間を確保することができるようにしなければならない。
一�　当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄
に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこ
れと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

妊　娠　週　数 期　　間
妊娠二十三週まで 四週
妊娠二十四週から三十五週まで 二週
妊娠三十六週から出産まで 一週

二�　当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指
示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

（男女雇用機会均等推進者の選任）
第二条の五　事業主は、法第十三条の二に規定する業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者
のうちから当該業務を担当する者を男女雇用機会均等推進者として選任するものとする。

（主任調停委員）
第三条　紛争調整委員会（以下「委員会」という。）の会長は、調停委員のうちから、法第十八条第一項の規定により委任
を受けて同項に規定する紛争についての調停を行うための会議（以下「機会均等調停会議」という。）を主任となつて主
宰する調停委員（以下「主任調停委員」という。）を指名する。

２　主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。

（機会均等調停会議）
第四条　機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。
２　機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
３　機会均等調停会議は、公開しない。

（機会均等調停会議の庶務）
第五条�� 機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用環境・均等部（北海道労働局、埼玉労働局、東京労働局、
神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあつては、雇用環境・均等
室）において処理する。

（調停の申請）
第六条　法第十八条第一項の調停（以下「調停」という。）の申請をしようとする者は、調停申請書（別記様式）を当該調
停に係る紛争の関係当事者（労働者及び事業主をいう。以下同じ。）である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道
府県労働局の長に提出しなければならない。

（調停開始の決定）
第七条　都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通
知するものとする。

２　都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないことと
したときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によつて通知するものとする。
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（関係当事者等からの事情聴取等）
第八条　法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭する
ことができる。

２　補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。
３　法第二十条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べる
ことができる。この場合において、同条の規定により委員会から出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て他人
に代理させることができる。

４　前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職
業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。

（文書等の提出）
第九条　委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者又は関係当事者と同一の事業場
に雇用される労働者その他の参考人に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

（調停手続の実施の委任）
第十条　委員会は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の調停委員に行わせることができる。この場合に
おいて、第四条第一項及び第二項の規定は適用せず、第八条の規定の適用については、同条中「主任調停委員」とあるの
は、「特定の調停委員」とする。

２　委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局雇用環境・均等部（北海道労働局、埼
玉労働局、東京労働局、神奈川労働局、愛知労働局、大阪労働局、兵庫労働局及び福岡労働局以外の都道府県労働局にあ
つては、雇用環境・均等室）の職員に委嘱することができる。

（関係労使を代表する者の指名）
第十一条　委員会は、法第二十一条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労
働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を
代表する者の指名を求めるものとする。

２　前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委
員会に通知するものとする。

（調停案の受諾の勧告）
第十二条　調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。
２　委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
３　関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。

（深夜業に従事する女性労働者に対する措置）
第十三条　事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤
及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

（権限の委任）
第十四条　法第二十九条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係る
ものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
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労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が
適切に対処するための指針� （平成１８年厚生労働省告示第６１４号）

第１　はじめに

　この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以下「法」という。）第１０条第
１項の規定に基づき、法第５条から第７条まで及び第９条第１項から第３項までの規定に定める事項に関し、事業主が適
切に対処することができるよう、これらの規定により禁止される措置として具体的に明らかにする必要があると認められ
るものについて定めたものである。

第２　直接差別

１　雇用管理区分
　第２において、「雇用管理区分」とは、職種、資格、雇用形態、就業形態等の区分その他の労働者についての区分であって、
当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているもの
をいう。雇用管理区分が同一か否かについては、当該区分に属する労働者の従事する職務の内容、転勤を含めた人事異動
の幅や頻度等について、同一区分に属さない労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているか否かにより判断され
るものであり、その判断に当たっては、単なる形式ではなく、企業の雇用管理の実態に即して行う必要がある。
　例えば、採用に際しては異なる職種として採用していても、入社後は、同一企業内の労働者全体について、営業や事務な
ど様々な職務を経験させたり同一の基準で人事異動を行うなど特に取扱いを区別することなく配置等を行っているような場
合には、企業全体で一つの雇用管理区分と判断することとなる。

２　募集及び採用（法第５条関係）
（1）　法第５条の「募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者
に対し、その被用者となることを勧誘することをいう。

　　なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第８８号）第２
条第１号に規定する労働者派遣のうち、いわゆる登録型派遣を行う事業主（同法第５条第１項の許可を受けた者をい
う。）が、派遣労働者になろうとする者に対し登録を呼びかける行為及びこれに応じた者を労働契約の締結に至るま
での過程で登録させる行為は、募集に該当する。

　　法第５条の「採用」とは、労働契約を締結することをいい、応募の受付、採用のための選考等募集を除く労働契約
の締結に至る一連の手続を含む。

（2）　募集及び採用に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第５条により禁
止されるものである。ただし、１４の（1）のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
　イ　募集又は採用に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　①�　一定の職種（いわゆる「総合職」、「一般職」等を含む。）や一定の雇用形態（いわゆる「正社員」、「パートタ
イム労働者」等を含む。）について、募集又は採用の対象を男女のいずれかのみとすること。

　②�　募集又は採用に当たって、男女のいずれかを表す職種の名称を用い（対象を男女のいずれかのみとしないこ
とが明らかである場合を除く。）、又は「男性歓迎」、「女性向きの職種」等の表示を行うこと。

　③�　男女をともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用の対象を男女のいずれかのみとすること。
　④�　派遣元事業主が、一定の職種について派遣労働者になろうとする者を登録させるに当たって、その対象を男
女のいずれかのみとすること。

　ロ　募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　募集又は採用に当たって、女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、自宅から通勤するこ
と等を条件とし、又はこれらの条件を満たす者を優先すること。

　ハ�　採用選考において、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをす
ること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①　募集又は採用に当たって実施する筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
　②　男女で異なる採用試験を実施すること。
　③　男女のいずれかについてのみ、採用試験を実施すること。
　④�　採用面接に際して、結婚の予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等一定の事項について
女性に対してのみ質問すること。
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　ニ　募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
（男女のいずれかを優先していると認められる例）
　①　採用選考に当たって、採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用すること。
　②�　男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して、募集すること。又は、設定した人数に従って採用すること。
　③　男女のいずれかについて採用する最低の人数を設定して募集すること。
　④　男性の選考を終了した後で女性を選考すること。

　ホ　求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女のいずれかのみとし、又は資料の内容、送付時期等を男女
で異なるものとすること。

　②�　求人の内容等に関する説明会を実施するに当たって、その対象を男女のいずれかのみとし、又は説明会を実
施する時期を男女で異なるものとすること。

３　配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）（法第６条第１号関係）
（1）　法第６条第１号の「配置」とは、労働者を一定の職務に就けること又は就いている状態をいい、従事すべき職務
における業務の内容及び就業の場所を主要な要素とするものである。

　　なお、配置には、業務の配分及び権限の付与が含まれる。また、派遣元事業主が、労働者派遣契約に基づき、その
雇用する派遣労働者に係る労働者派遣をすることも、配置に該当する。

　　法第６条第１号の「業務の配分」とは、特定の労働者に対し、ある部門、ラインなどが所掌している複数の業務の
うち一定の業務を割り当てることをいい、日常的な業務指示は含まれない。

　　また、法第６条第１号の「権限の付与」とは、労働者に対し、一定の業務を遂行するに当たって必要な権限を委任
することをいう。

（2）　配置に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第１号により禁止
されるものである。ただし、１４の（1）のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
　イ　一定の職務への配置に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）�
　①�　営業の職務、秘書の職務、企画立案業務を内容とする職務、定型的な事務処理業務を内容とする職務、海外
で勤務する職務等一定の職務への配置に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。

　②　時間外労働や深夜業の多い職務への配置に当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
　③�　派遣元事業主が、一定の労働者派遣契約に基づく労働者派遣について、その対象を男女のいずれかのみとすること。
　④�　一定の職務への配置の資格についての試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。

　ロ　一定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①�　女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、
企画立案業務を内容とする職務への配置の対象から排除すること。

　②�　男性労働者については、一定数の支店の勤務を経た場合に本社の経営企画部門に配置するが、女性労働者に
ついては、当該一定数を上回る数の支店の勤務を経なければ配置しないこと。

　③�　一定の職務への配置に当たって、女性労働者についてのみ、一定の国家資格の取得や研修の実績を条件とす
ること。

　④�　営業部門について、男性労働者については全員配置の対象とするが、女性労働者については希望者のみを配
置の対象とすること。

　ハ�　一定の職務への配置に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異な
る取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　一定の職務への配置に当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者は平均的な評価がなされている場
合にはその対象とするが、女性労働者は特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。

　②　一定の職務への配置の資格についての試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。
　③　一定の職務への配置の資格についての試験の受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。

　ニ　一定の職務への配置に当たって、男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　営業部門への配置の基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性労働者を優先して配置すること。

　ホ　配置における業務の配分に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
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（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　営業部門において、男性労働者には外勤業務に従事させるが、女性労働者については当該業務から排除し、
内勤業務のみに従事させること。

　②�　男性労働者には通常の業務のみに従事させるが、女性労働者については通常の業務に加え、会議の庶務、お
茶くみ、そうじ当番等の雑務を行わせること。

　へ　配置における権限の付与に当たって、男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　男性労働者には一定金額まで自己の責任で買い付けできる権限を与えるが、女性労働者には当該金額よりも
低い金額までの権限しか与えないこと。

　②�　営業部門において、男性労働者には新規に顧客の開拓や商品の提案をする権限を与えるが、女性労働者には
これらの権限を与えず、既存の顧客や商品の販売をする権限しか与えないこと。

　ト　配置転換に当たって、男女で異なる取扱いをすること
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①　経営の合理化に際し、女性労働者についてのみ出向の対象とすること。
　②　一定の年齢以上の女性労働者のみを出向の対象とすること。
　③�　女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、通勤が不便な事業場に配置転換する
こと。

　④�　工場を閉鎖する場合において、男性労働者については近隣の工場に配置するが、女性労働者については通勤
が不便な遠隔地の工場に配置すること。

　⑤�　男性労働者については、複数の部門に配置するが、女性労働者については当初に配置した部門から他部門に
配置転換しないこと。

４　昇進（法第６条第１号関係）

（1）�　法第６条第１号の「昇進」とは、企業内での労働者の位置付けについて下位の職階から上位の職階への移動を行
うことをいう。昇進には、職制上の地位の上方移動を伴わないいわゆる「昇格」も含まれる。

（2）�　昇進に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第１号により禁止
されるものである。ただし、１４の（1）のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。

　イ　一定の役職への昇進に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　①�　女性労働者についてのみ、役職への昇進の機会を与えない、又は一定の役職までしか昇進できないものとす
ること。

　②　一定の役職に昇進するための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対してのみ与えること。
　ロ　一定の役職への昇進に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①�　女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、
昇格できない、又は一定の役職までしか昇進できないものとすること。

　②�　課長への昇進に当たり、女性労働者については課長補佐を経ることを要するものとする一方、男性労働者に
ついては課長補佐を経ることなく課長に昇進できるものとすること。

　③�　男性労働者については出勤率が一定の率以上である場合又は一定の勤続年数を経た場合に昇格させるが、女
性労働者についてはこれらを超える出勤率又は勤続年数がなければ昇格できないものとすること。

　④�　一定の役職に昇進するための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受けることを受験の条件
とすること。

　ハ�　一定の役職への昇進に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異な
る取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①　課長に昇進するための試験の合格基準を、男女で異なるものとすること。
　②�　男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には昇進させるが、女性労働者に
ついては特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。

　③�　ＡからＥまでの５段階の人事考課制度を設けている場合において、男性労働者については最低の評価であってもＣ
ランクとする一方、女性労働者については最高の評価であってもＣランクとする運用を行うこと。

　④�　一定年齢に達した男性労働者については全員役職に昇進できるように人事考課を行うものとするが、女性労
働者についてはそのような取扱いをしないこと。
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　⑤　一定の役職に昇進するための試験について、男女のいずれかについてのみその一部を免除すること。
　⑥　一定の役職に昇進するための試験の受験を男女のいずれかに対してのみ奨励すること。

　ニ　一定の役職への昇進に当たり男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　　一定の役職への昇進基準を満たす労働者が複数いる場合に、男性労働者を優先して昇進させること。

５　降格（法第６条第１号関係）

（1）�　法第６条第１号の「降格」とは、企業内での労働者の位置付けについて上位の職階から下位の職階への移動を行
うことをいい、昇進の反対の措置である場合と、昇格の反対の措置である場合の双方が含まれる。

（2）�　降格に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第１号により禁止
されるものである。

　イ　降格に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
（男女のいずれかのみとしていると認められる例）
　一定の役職を廃止するに際して、当該役職に就いていた男性労働者については同格の役職に配置転換をするが、
女性労働者については降格させること。

　ロ　降格に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、降格の対象とすること。

　ハ�　降格に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　営業成績が悪い者について降格の対象とする旨の方針を定めている場合に、男性労働者については営業成績が最低
の者のみを降格の対象とするが、女性労働者については営業成績が平均以下の者は降格の対象とすること。

　②�　一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たり、人事考課を考慮する場合に、
男性労働者については最低の評価がなされている者のみ降格の対象とするが、女性労働者については特に優秀
という評価がなされている者以外は降格の対象とすること。

　ニ　降格に当たって、男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　一定の役職を廃止するに際して、降格の対象となる労働者を選定するに当たって、男性労働者よりも優先して、
女性労働者を降格の対象とすること。

６　教育訓練（法第６条第１号関係）

（1）�　法第６条第１号の「教育訓練」とは、事業主が、その雇用する労働者に対して、その労働者の業務の遂行の過程外（い
わゆる「オフ・ザ・ジョブ・トレーニング」）において又は当該業務の遂行の過程内（いわゆる「オン・ザ・ジョブ・
トレーニング」）において、現在及び将来の業務の遂行に必要な能力を付与するために行うものをいう。

（2）�　教育訓練に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第１号により
禁止されるものである。ただし、１４の（1）のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。

　イ　教育訓練に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　①�　一定の職務に従事する者を対象とする教育訓練を行うに当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
　②　工場実習や海外留学による研修を行うに当たって、その対象を男性労働者のみとすること。
　③　接遇訓練を行うに当たって、その対象を女性労働者のみとすること。

　ロ　教育訓練を行うに当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①�　女性労働者についてのみ、婚姻したこと、一定の年齢に達したこと又は子を有していることを理由として、将
来従事する可能性のある職務に必要な知識を身につけるための教育訓練の対象から排除すること。

　②　教育訓練の対象者について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
　③　女性労働者についてのみ、上司の推薦がなければ教育訓練の対象としないこと。
　④�　男性労働者については全員を教育訓練の対象とするが、女性労働者については希望者のみを対象とすること。

　ハ　教育訓練の内容について、男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　　教育訓練の期間や課程を男女で異なるものとすること。
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７　福利厚生（法第６条第２号・均等則第１条各号関係）

（1）　（2）において、「福利厚生の措置」とは、法第６条第２号の規定及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保等に関する法律施行規則（昭和６１年労働省令第２号。以下「均等則」という。）第１条各号に掲げる以下の
ものをいう。
（法第６条第２号及び均等則第１条各号に掲げる措置）
　イ　住宅資金の貸付け（法第６条第２号）
　ロ　生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け（均等則第１条第１号）
　ハ　労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付（均等則第１条第２号）
　ニ　労働者の資産形成のために行われる金銭の給付（均等則第１条第３号）
　ホ　住宅の貸与（均等則第１条第４号）

（2）　福利厚生の措置に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第２号に
より禁止されるものである。
　イ　福利厚生の措置の実施に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　　男性労働者についてのみ、社宅を貸与すること。
　ロ　福利厚生の措置の実施に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①　女性労働者についてのみ、婚姻を理由として、社宅の貸与の対象から排除すること。
　②�　住宅資金の貸付けに当たって、女性労働者に対してのみ、配偶者の所得額に関する資料の提出を求めること。
　③�　社宅の貸与に当たり、世帯主であることを条件とする場合において、男性労働者については本人の申請のみ
で貸与するが、女性労働者に対しては本人の申請に加え、住民票の提出を求め、又は配偶者に一定以上の所得
がないことを条件とすること。

８　職種の変更（法第６条第３号関係）

（1）　法第６条第３号の「職種」とは、職務や職責の類似性に着目して分類されるものであり、「営業職」・「技術職」の別
や、「総合職」・「一般職」の別などがある。

（2）　職種の変更に関し、一の雇用管理区分（職種の変更によって雇用管理区分が異なることとなる場合には、変更前の
一の雇用管理区分をいう。）において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第３号により禁止されるも
のである。ただし、１４の（1）のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
イ　職種の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　①　「一般職」から「総合職」への職種の変更について、その対象を男女のいずれかのみとすること。
　②�　「総合職」から「一般職」への職種の変更について、制度上は男女双方を対象としているが、男性労働者につ
いては職種の変更を認めない運用を行うこと。

　③�　「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれかに対しての
み与えること。

　④�　「一般職」の男性労働者については、いわゆる「準総合職」及び「総合職」への職種の変更の対象とするが、「一
般職」の女性労働者については、「準総合職」のみを職種の変更の対象とすること。　

ロ　職種の変更に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①�　女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、「一般職」から「総合職」への職種の
変更の対象から排除すること。

　②　「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
　③�　「一般職」から「総合職」への職種の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資格の取得、
研修の実績又は一定の試験に合格することを条件とすること。

　④�　「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、女性労働者についてのみ上司の推薦を受け
ることを受験の条件とすること。

　ハ�　一定の職種への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異な
る取扱いをすること。　

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①　「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
　②�　男性労働者については人事考課において平均的な評価がなされている場合には「一般職」から「総合職」への職
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種の変更の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とすること。
　③�　「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、その受験を男女のいずれかに対してのみ奨
励すること。

　④�　「一般職」から「総合職」への職種の変更のための試験について、男女いずれかについてのみその一部を免除する
こと。

　ニ　職種の変更に当たって、男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　「一般職」から「総合職」への職種の変更の基準を満たす労働者の中から男女のいずれかを優先して職種の変更の
対象とすること。

　ホ　職種の変更について男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　経営の合理化に際して、女性労働者のみを、研究職から賃金その他の労働条件が劣る一般事務職への職種の
変更の対象とすること。

　②�　女性労働者についてのみ、年齢を理由として、アナウンサー等の専門職から事務職への職種の変更の対象と
すること。

９　雇用形態の変更（法第６条第３号関係）

（1）　法第６条第３号の「雇用形態」とは、労働契約の期間の定めの有無、所定労働時間の長さ等により分類されるも
のであり、いわゆる「正社員」、「パートタイム労働者」、「契約社員」などがある。

（2）　雇用形態の変更に関し、一の雇用管理区分（雇用形態の変更によって雇用管理区分が異なることとなる場合には、
変更前の一の雇用管理区分をいう。）において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第３号により禁
止されるものである。ただし、１４の（1）のポジティブ・アクションを講ずる場合については、この限りではない。
　イ　雇用形態の変更に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　①　有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更の対象を男性労働者のみとすること。
　②�　パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、その受験資格を男女のいずれか
に対してのみ与えること。

　ロ　雇用形態の変更に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①�　女性労働者についてのみ、婚姻又は子を有していることを理由として、有期契約労働者から正社員への雇用
形態の変更の対象から排除すること。

　②　有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女で異なる勤続年数を条件とすること。
　③�　パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更について、男女のいずれかについてのみ、一定の国家資
格の取得や研修の実績を条件とすること。

　④�　パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験について、女性労働者についてのみ上司の
推薦を受けることを受験の条件とすること。

　ハ�　一定の雇用形態への変更に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で
異なる取扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
　②�　契約社員から正社員への雇用形態の変更について、男性労働者については、人事考課において平均的な評価
がなされている場合には変更の対象とするが、女性労働者については、特に優秀という評価がなされている場
合にのみその対象とすること。

　③�　パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女のいずれかに対して
のみ奨励すること。

　④�　有期契約労働者から正社員への雇用形態の変更のための試験の受験について、男女のいずれかについてのみ
その一部を免除すること。

　ニ　雇用形態の変更に当たって、男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　パートタイム労働者から正社員への雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して
雇用形態の変更の対象とすること。

　ホ　雇用形態の変更について、男女で異なる取扱いをすること。
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（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　経営の合理化に際して、女性労働者のみを、正社員から賃金その他の労働条件が劣る有期契約労働者への雇
用形態の変更の勧奨の対象とすること。

　②�　女性労働者についてのみ、一定の年齢に達したこと、婚姻又は子を有していることを理由として、正社員か
ら賃金その他の労働条件が劣るパートタイム労働者への雇用形態の変更の勧奨の対象とすること。

　③�　経営の合理化に当たり、正社員の一部をパート労働者とする場合において、正社員である男性労働者は、正社
員としてとどまるか、又はパートタイム労働者に雇用形態を変更するかについて選択できるものとするが、正社
員である女性労働者については、一律パートタイム労働者への雇用形態の変更を強要すること。

１０　退職の勧奨（法第６条第４号関係）

（1）　法第６条第４号の「退職の勧奨」とは、雇用する労働者に対し退職を促すことをいう。
（2）　退職の勧奨に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第４号によ
り禁止されるものである。
　イ　退職の勧奨に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
（男女のいずれかのみとしていると認められる例）
　　女性労働者に対してのみ、経営の合理化のための早期退職制度の利用を働きかけること。
　ロ　退職の勧奨に当たっての条件を男女で異なるものとすること。　
（異なるものとしていると認められる例）
　　①　女性労働者に対してのみ、子を有していることを理由として、退職の勧奨をすること。
　　②　経営の合理化に際して、既婚の女性労働者に対してのみ、退職の勧奨をすること。
　ハ�　退職の勧奨に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱い
をすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　経営合理化に伴い退職勧奨を実施するに当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低
の評価がなされている者のみ退職の勧奨の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされてい
る者以外は退職の勧奨の対象とすること。

　ニ　退職の勧奨に当たって、男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　①　男性労働者よりも優先して、女性労働者に対して退職の勧奨をすること。
　②�　退職の勧奨の対象とする年齢を女性労働者については４５歳、男性労働者については５０歳とするなど男女
で差を設けること。

１１　定年（法第６条第４号関係）

（1）　法第６条第４号の「定年」とは、労働者が一定年齢に達したことを雇用関係の終了事由とする制度をいう。
（2）　定年に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第４号により禁止
されるものである。

　　定年の定めについて、男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　①�　定年年齢の引上げを行うに際して、厚生年金の支給開始年齢に合わせて男女で異なる定年を定めること。
　②　定年年齢の引上げを行うに際して、既婚の女性労働者についてのみ、異なる定年を定めること。

１２　解雇（法第６条第４号関係）

（1）　法第６条第４号の「解雇」とは、労働契約を将来に向かって解約する事業主の一方的な意思表示をいい、労使の
合意による退職は含まない。

（2）　解雇に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第４号により禁止
されるものである。
　イ　解雇に当たって、その対象を男女のいずれかのみとすること。
（男女のいずれかのみとしていると認められる例）
　　経営の合理化に際して、女性のみを解雇の対象とすること。
　ロ　解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、当該条件を男女で異なるものとすること。　
（異なるものとしていると認められる例）
　①　経営の合理化に際して、既婚の女性労働者のみを解雇の対象とすること。
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　②　一定年齢以上の女性労働者のみを解雇の対象とすること。
　ハ�　解雇に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。
（異なる取扱いをしていると認められる例）
　経営合理化に伴う解雇に当たり、人事考課を考慮する場合において、男性労働者については最低の評価がなされてい
る者のみ解雇の対象とするが、女性労働者については特に優秀という評価がなされている者以外は解雇の対象とするこ
と。

　ニ　解雇に当たって、男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　　解雇の基準を満たす労働者の中で、男性労働者よりも優先して女性労働者を解雇の対象とすること。

１３　労働契約の更新（法第６条第４号関係）

（1）　法第６条第４号の「労働契約の更新」とは、期間の定めのある労働契約について、期間の満了に際して、従前の
契約と基本的な内容が同一である労働契約を締結することをいう。

（2）　労働契約の更新に関し、一の雇用管理区分において、例えば、次に掲げる措置を講ずることは、法第６条第４号
により禁止されるものである。
　イ　労働契約の更新に当たって、その対象から男女のいずれかを排除すること。
（排除していると認められる例）
　経営の合理化に際して、男性労働者のみを、労働契約の更新の対象とし、女性労働者については、労働契約の更
新をしない（いわゆる「雇止め」をする）こと。

　ロ　労働契約の更新に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（異なるものとしていると認められる例）
　①�　経営の合理化に際して、既婚の女性労働者についてのみ、労働契約の更新をしない（いわゆる「雇止め」をする）こと。
　②�　女性労働者についてのみ、子を有していることを理由として、労働契約の更新をしない（いわゆる「雇止め」をする）
こと。

　③　男女のいずれかについてのみ、労働契約の更新回数の上限を設けること。
　ハ�　労働契約の更新に当たって、能力及び資質の有無等を判断する場合に、その方法や基準について男女で異なる取
扱いをすること。

（異なる取扱いをしていると認められる例）
　労働契約の更新に当たって、男性労働者については平均的な営業成績である場合には労働契約の更新の対象とす
るが、女性労働者については、特に営業成績が良い場合にのみその対象とすること。

　ニ　労働契約の更新に当たって男女のいずれかを優先すること。
（優先していると認められる例）
　労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、男女のいずれかを優先して労働契約の更新の対象とすること。

１４　法違反とならない場合

（1）　２から４まで、６、８及び９に関し、次に掲げる措置を講ずることは、法第８条に定める雇用の分野における男
女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする措置（ポジティブ・アクション）
として、法第５条及び第６条の規定に違反することとはならない。
　イ�　女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集若しくは採用又は役職についての
募集又は採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有利な取扱いをすること、採用の基
準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することその他男性と比較して女性に有利な取扱いをするこ
と。

　ロ�　一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務に新たに労働者を配置する場合に、
当該配置の資格についての試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該配置の基準を満たす労働者の中から男性
労働者より女性労働者を優先して配置することその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ハ�　一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職への昇進に当たって、当該
昇進のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該昇進の基準を満たす労働者の中から男性労働者
より女性労働者を優先して昇進させることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ニ�　一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務又は役職に従事するに当たって
必要とされる能力を付与する教育訓練に当たって、その対象を女性労働者のみとすること、女性労働者に有利な条件
を付すことその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ホ�　一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職種への変更について、当該職種の
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変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該職種の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働
者より女性労働者を優先して職種の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いを
すること。
ヘ�　一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用形態への変更について、当該雇
用形態の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中
から男性労働者より女性労働者を優先して雇用形態の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者
に有利な取扱いをすること。

（2）　次に掲げる場合において、２から４までにおいて掲げる措置を講ずることは、性別にかかわりなく均等な機会を与えていな
い、又は性別を理由とする差別的取扱いをしているとは解されず、法第５条及び第６条の規定に違反することとはならない。
イ　次に掲げる職務に従事する労働者に係る場合
　①�　芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要である職務
　②　守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務
　③�　①及び②に掲げるもののほか、宗教上、風紀上、スポーツにおける競技の性質上その他の業務の性質上男女のい
ずれかのみに従事させることについてこれらと同程度の必要性があると認められる職務

　ロ�　労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６１条第１項、第６４条の２若しくは第６４条の３第２項の規定により
女性を就業させることができず、又は保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第３条の規定により男性
を就業させることができないことから、通常の業務を遂行するために、労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与
え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

　ハ�　風俗、風習等の相違により男女のいずれかが能力を発揮し難い海外での勤務が必要な場合その他特別の事情により
労働者の性別にかかわりなく均等な機会を与え又は均等な取扱いをすることが困難であると認められる場合

第３　間接差別（法第７条関係）

　１　雇用の分野における性別に関する間接差別
（1）　雇用の分野における性別に関する間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員
と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がないときに講ずることをいう。

（2）　（1）の①の「性別以外の事由を要件とする措置」とは、男性、女性という性別に基づく措置ではなく、外見上は性
中立的な規定、基準、慣行等（以下第３において「基準等」という。）に基づく措置をいうものである。

　（1）の②の「他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるもの」とは、当該基準等を満
たすことができる者の比率が男女で相当程度異なるものをいう。

　（1）の③の「合理的な理由」とは、具体的には、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該
業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要であること等
をいうものである。

（3）　法第７条は、募集、採用、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種及び雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、
解雇並びに労働契約の更新に関する措置であって、（1）の①及び②に該当するものを厚生労働省令で定め、（1）の③の
合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならないこととするものである。

　厚生労働省令で定めている措置は、具体的には、次のとおりである。
（均等則第２条各号に掲げる措置）
イ�　労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること（均等則第２条第１号関係）。
ロ�　労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要
件とすること（均等則第２条第２号関係）。
ハ　労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること（均等則第２条第３号関係）。

２　労働者の募集又は採用に当たって、労働者の身長、体重又は体力を要件とすること（法第７条・均等則第２条第１号関係）　
（1）　均等則第２条第１号の「労働者の募集又は採用に関する措置であつて、労働者の身長、体重又は体力に関する事由を
要件とするもの」とは、募集又は採用に当たって、身長若しくは体重が一定以上若しくは一定以下であること又は一定
以上の筋力や運動能力があることなど一定以上の体力を有すること（以下「身長・体重・体力要件」という。）を選考基
準とするすべての場合をいい、例えば、次に掲げるものが該当する。
（身長・体重・体力要件を選考基準としていると認められる例）
イ　募集又は採用に当たって、身長・体重・体力要件を満たしている者のみを対象とすること。
ロ　複数ある採用の基準の中に、身長・体重・体力要件が含まれていること。
ハ�　身長・体重・体力要件を満たしている者については、採用選考において平均的な評価がなされている場合に採
用するが、身長・体重・体力要件を満たしていない者については、特に優秀という評価がなされている場合にの
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みその対象とすること。
（2）　合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由が
ない場合としては、例えば、次のようなものが考えられる。
（合理的な理由がないと認められる例）
イ�　荷物を運搬する業務を内容とする職務について、当該業務を行うために必要な筋力より強い筋力があることを
要件とする場合
ロ�　荷物を運搬する業務を内容とする職務ではあるが、運搬等するための設備、機械等が導入されており、通常の
作業において筋力を要さない場合に、一定以上の筋力があることを要件とする場合
ハ�　単なる受付、出入者のチェックのみを行う等防犯を本来の目的としていない警備員の職務について、身長又は
体重が一定以上であることを要件とする場合

３　労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とするこ
と（法第７条・均等則第２条第２号関係）
（1）　均等則第２条第２号の「労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変更に関する措置であつて、労働者が住居の移
転を伴う配置転換に応じることができることを要件とするもの」とは、労働者の募集若しくは採用、昇進又は職種の変
更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができること（以下「転勤要件」という。）を選考基準とするすべての場合
をいい、例えば、次に掲げるものが該当する。
（転勤要件を選考基準としていると認められる例）
イ�　募集若しくは採用又は昇進に当たって、転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対象とすること又は複
数ある採用又は昇進の基準の中に､ 転勤要件が含まれていること。
ロ�　職種の変更に当たって､ 転居を伴う転勤に応じることができる者のみを対象とすること又は複数ある職種の変
更の基準の中に､ 転勤要件が含まれていること。例えば、事業主が新たにコース別雇用管理（事業主が､ その雇
用する労働者について､ 労働者の職種、資格等に基づき複数のコースを設定し、コースごとに異なる雇用管理を
行うものをいう。）を導入し、その雇用する労働者を総合職と一般職へ区分する場合に､ 総合職については､ 転居
を伴う転勤に応じることができる者のみ対象とすること又は複数ある職種の変更の基準の中に転勤要件が含まれ
ていることなどが考えられること。

（2）　合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由が
ない場合としては、例えば、次のようなものが考えられる。
（合理的な理由がないと認められる例）
イ�　広域にわたり展開する支店、支社等がなく、かつ、支店、支社等を広域にわたり展開する計画等もない場合
ロ�　広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、長期間にわたり、家庭の事情その他の特別な事情により本人が
転勤を希望した場合を除き、転居を伴う転勤の実態がほとんどない場合
ハ�　広域にわたり展開する支店、支社等はあるが、異なる地域の支店、支社等での勤務経験を積むこと、生産現場
の業務を経験すること、地域の特殊性を経験すること等が労働者の能力の育成・確保に特に必要であるとは認め
られず、かつ、組織運営上、転居を伴う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認めら
れない場合

４　労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること（法第７条・均等則第２条第３号関係）

（1）　均等則第２条第３号の「労働者の昇進に関する措置であつて、労働者が勤務する事業場と異なる事業場に配置転換さ
れた経験があることを要件とするもの」とは、一定の役職への昇進に当たり、労働者に転勤の経験があること（以下「転
勤経験要件」という。）を選考基準とするすべての場合をいい、例えば、次に掲げるものが該当する。
（転勤経験要件を選考基準としていると認められる例）
イ　一定の役職への昇進に当たって、転勤の経験がある者のみを対象とすること。
ロ　複数ある昇進の基準の中に、転勤経験要件が含まれていること。
ハ�　転勤の経験がある者については、一定の役職への昇進の選考において平均的な評価がなされている場合に昇進
の対象とするが、転勤の経験がない者については、特に優秀という評価がなされている場合にのみその対象とす
ること。
ニ　転勤の経験がある者についてのみ、昇進のための試験を全部又は一部免除すること。

（2）　合理的な理由の有無については、個別具体的な事案ごとに、総合的に判断が行われるものであるが、合理的な理由が
ない場合としては、例えば、次のようなものが考えられる。
（合理的な理由がないと認められる例）
イ�　広域にわたり展開する支店、支社がある企業において、本社の課長に昇進するに当たって、本社の課長の業務
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を遂行する上で、異なる地域の支店、支社における勤務経験が特に必要であるとは認められず、かつ、転居を伴
う転勤を含む人事ローテーションを行うことが特に必要であるとは認められない場合に、転居を伴う転勤の経験
があることを要件とする場合
ロ�　特定の支店の管理職としての職務を遂行する上で、異なる支店での経験が特に必要とは認められない場合にお
いて、当該支店の管理職に昇進するに際し、異なる支店における勤務経験を要件とする場合

第４　婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止（法第９条関係）

１　婚姻・妊娠・出産を退職理由として予定する定め（法第９条第１項関係）
　　女性労働者が婚姻したこと、妊娠したこと、又は出産したことを退職理由として予定する定めをすることは、法第９条第１項
により禁止されるものである。

　　法第９条第１項の「予定する定め」とは、女性労働者が婚姻、妊娠又は出産した場合には退職する旨をあらかじめ労働協約、
就業規則又は労働契約に定めることをいうほか、労働契約の締結に際し労働者がいわゆる念書を提出する場合や、婚姻、妊
娠又は出産した場合の退職慣行について、事業主が事実上退職制度として運用しているような実態がある場合も含まれる。

２　婚姻したことを理由とする解雇（法第９条第２項関係）
　　女性労働者が婚姻したことを理由として解雇することは、法第９条第２項により禁止されるものである。

３　妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益な取扱い（法第９条第３項関係）
（1）　その雇用する女性労働者が妊娠したことその他の妊娠又は出産に関する事由であって均等則第２条の２各号で定めるもの
（以下「妊娠・出産等」という。）を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは、法第９条第３項（労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第４７条の２の規定により適用することとされる場合を含む。）
により禁止されるものである。

　　法第９条第３項の「理由として」とは、妊娠・出産等と、解雇その他不利益な取扱いとの間に因果関係があることをいう。
　均等則第２条の２各号においては、具体的に次のような事由を定めている。
（均等則第２条の２各号に掲げる事由）
イ　妊娠したこと（均等則第２条の２第１号関係）。
ロ　出産したこと（均等則第２条の２第２号関係）。
ハ�　妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（母性健康管理措置）を求め、又は当該措置を受けたこと（均等則
第２条の２第３号関係）。
ニ�　坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと、坑内業務
に従事しない旨の申出若しくは就業制限の業務に従事しない旨の申出をしたこと又はこれらの業務に従事しなか
ったこと（均等則第２条の２第４号関係）。
ホ�　産前休業を請求し、若しくは産前休業をしたこと又は産後の就業制限の規定により就業できず、若しくは産後
休業をしたこと（均等則第２条の２第５号関係）。
ヘ　軽易な業務への転換を請求し、又は軽易な業務に転換したこと（均等則第２条の２第６号関係）。
ト�　事業場において変形労働時間制がとられる場合において１週間又は１日について法定労働時間を超える時間に
ついて労働しないことを請求したこと、時間外若しくは休日について労働しないことを請求したこと、深夜業を
しないことを請求したこと又はこれらの労働をしなかったこと（均等則第２条の２第７号関係）。
チ　育児時間の請求をし、又は育児時間を取得したこと（均等則第２条の２第８号関係）。
リ�　妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下
したこと（均等則第２条の２第９号関係）。
　なお、リの「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、出産後の回復不全等、妊娠又
は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。

（2）　法第９条第３項により禁止される「解雇その他不利益な取扱い」とは、例えば、次に掲げるものが該当する。
イ　解雇すること。
ロ　期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと。
ハ　あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること。
ニ�　退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと。
ホ　降格させること。
ヘ　就業環境を害すること。
ト　不利益な自宅待機を命ずること。
チ　減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。
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リ　昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと。
ヌ　不利益な配置の変更を行うこと。
ル�　派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと。

（3）　妊娠・出産等を理由として（2）のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると
判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが（2）のトからルまでに掲げる不利益
な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
イ�　勧奨退職や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上
の同意を得ていたとしても、これが労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、（2） のニの「退職又
は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当する
こと。
ロ�　業務に従事させない、専ら雑務に従事させる等の行為は、（2）のヘの「就業環境を害すること」に該当すること。
ハ�　事業主が、産前産後休業の休業終了予定日を超えて休業すること又は医師の指導に基づく休業の措置の期間を
超えて休業することを労働者に強要することは、（2）のトの「不利益な自宅待機を命ずること」に該当すること。��
　�　なお、女性労働者が労働基準法第６５条第３項の規定により軽易な業務への転換の請求をした場合において、
女性労働者が転換すべき業務を指定せず、かつ、客観的にみても他に転換すべき軽易な業務がない場合、女性労
働者がやむを得ず休業する場合には、（2）のトの「不利益な自宅待機を命ずること」には該当しないこと。
ニ　次に掲げる場合には、（2）のチの「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」に該当すること。
　①�　実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女性労働者が、妊娠し、出産し、又は
労働基準法に基づく産前休業の請求等をしたことのみをもって、賃金又は賞与若しくは退職金を減額すること。

　②�　賃金について、妊娠・出産等に係る就労しなかった又はできなかった期間（以下「不就労期間」という。）分を
超えて不支給とすること。

　③�　賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ
期間休業した疾病等や同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等によ
る労働能率の低下について不利に取り扱うこと。

　④�　賞与又は退職金の支給額の算定に当たり、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、現に
妊娠・出産等により休業した期間や労働能率が低下した割合を超えて、休業した、又は労働能率が低下したものと
して取り扱うこと。

ホ　次に掲げる場合には、（2）のリの「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと」に該当すること。
　①�　実際には労務の不提供や労働能率の低下が生じていないにもかかわらず、女性労働者が、妊娠し、出産し、又は
労働基準法に基づく産前休業の請求等をしたことのみをもって、人事考課において、妊娠をしていない者よりも不
利に取り扱うこと。

　②�　人事考課において、不就労期間や労働能率の低下を考慮の対象とする場合において、同じ期間休業した疾病等や
同程度労働能率が低下した疾病等と比較して、妊娠・出産等による休業や妊娠・出産等による労働能率の低下につ
いて不利に取り扱うこと。

ヘ�　配置の変更が不利益な取扱いに該当するか否かについては、配置の変更の必要性、配置の変更前後の賃金その他
の労働条件、通勤事情、労働者の将来に及ぼす影響等諸般の事情について総合的に比較考量の上、判断すべきもの
であるが、例えば、通常の人事異動のルールからは十分に説明できない職務又は就業の場所の変更を行うことにより、
当該労働者に相当程度経済的又は精神的な不利益を生じさせることは、（2）のヌの「不利益な配置の変更を行うこと」
に該当すること。
　�　例えば、次に掲げる場合には、人事ローテーションなど通常の人事異動のルールからは十分に説明できず、「不
利益な配置の変更を行うこと」に該当すること。
　①�　妊娠した女性労働者が、その従事する職務において業務を遂行する能力があるにもかかわらず、賃金その他の労
働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行うこと。

　②�　妊娠・出産等に伴いその従事する職務において業務を遂行することが困難であり配置を変更する必要がある場合
において、他に当該労働者を従事させることができる適当な職務があるにもかかわらず、特別な理由もなく当該職
務と比較して、賃金その他の労働条件、通勤事情等が劣ることとなる配置の変更を行うこと。

　③�　産前産後休業からの復帰に当たって、原職又は原職相当職に就けないこと。
ト�　次に掲げる場合には、（2） のルの「派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る派遣
の役務の提供を拒むこと」に該当すること。
　①�　妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣
元事業主に対し、派遣労働者の交替を求めること。

　②�　妊娠した派遣労働者が、派遣契約に定められた役務の提供ができると認められるにもかかわらず、派遣先が派遣
元事業主に対し、当該派遣労働者の派遣を拒むこと。
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事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置について
の指針� （平成 18年厚生労働省告示第 615号）

1　はじめに�

　この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47年法律第 113号。以下「法」
という。）�第 11 条第 1項から第 3項までに規定する事業主が職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労
働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害
されること�（以下「職場におけるセクシュアルハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、
同条第 4項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。�

2　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容�
（1）　職場におけるセクシュアルハラスメントには、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該
労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの （以下「対価型セクシュアルハラスメント」という。）と、当該性的
な言動により労働者の就業環境が害されるもの（以下「環境型セクシュアルハラスメント」という。）がある。

　　なお、職場におけるセクシュアルハラスメントには、同性に対するものも含まれるものである。また、被害を受けた
者（以下「被害者」という。）�の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュアルハラス
メントも、本指針の対象となるものである。�

（2）　「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場
所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。取引先の事務所、取引先と打合せ
をするための飲食店、顧客の自宅等であっても、当該労働者が業務を遂行する場所であればこれに該当する。�

（3）　「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者
を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。�

　　また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者についても、労働者派
遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和 60年法律第 88号）第 47条の 2の規定により、
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみなされ、法第 11条第 1項及び第 11条の 2第 2項の
規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様
に、3（1）の配慮及び 4の措置を講ずることが必要である。なお、法第 11条第 2項、第 17条第 2項及び第 18条第
2 項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみ
ならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該者に派遣労働者が職場におけるセクシュアルハラスメントの
相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する
不利益な取扱いを行ってはならない。�

（4）　「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を
尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要
なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が、それぞれ含まれる。当該言動を行う者には、労働者を雇用
する事業主 （その者が法人である場合にあってはその役員。以下この（4）において同じ。）、上司、同僚に限らず、取
引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客、患者又はその家族、学校における生徒等もなり得る。�

（5）　「対価型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の
対応により、当該労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることであって、その状況は多様であるが、典型的な例
として、次のようなものがある。�
イ�　事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、当該労働者を解雇すること。
ロ�　出張中の車中において上司が労働者の腰、胸等に触ったが、抵抗されたため、当該労働者について不利益な配置転
換をすること。�
ハ�　営業所内において事業主が日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言していたが、抗議されたため、当
該労働者を降格すること。�

（6）�　「環境型セクシュアルハラスメント」とは、職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就
���業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度
の支障が生じることであって、その状況は多様であるが、典型的な例として、次のようなものがある。
イ�　事務所内において上司が労働者の腰、胸等に度々触ったため、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下して
いること。
ロ�　同僚が取引先において労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感
じて仕事が手につかないこと。
ハ�　労働者が抗議をしているにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示しているため、当該労働者が苦痛に感
じて業務に専念できないこと。�
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3　事業主等の責務�
（1）　事業主の責務�
　法第 11条の 2第 2項の規定により、事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならないことそ
の他職場におけるセクシュアルハラスメントに起因する問題（以下「セクシュアルハラスメント問題」という。）�に対
するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者�（他の事業主が雇用する労働者及び
求職者を含む。（2）において同じ。）�に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、
国の講ずる同条第1項の広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めなければならない。なお、職場におけ
るセクシュアルハラスメントに起因する問題としては、例えば、労働者の意欲の低下などによる職場環境の悪化や職場
全体の生産性の低下、労働者の健康状態の悪化、休職や退職などにつながり得ること、これらに伴う経営的な損失等が
考えられる。�
　また、事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、セクシュアルハラスメント問題に対す
る関心と理解を深め、労働者（他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。）�に対する言動に必要な注意を払うよ
うに努めなければならない。�

（2）　労働者の責務�
　法第 11条の 2第 4項の規定により、労働者は、セクシュアルハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の労
働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる 4の措置に協力するように努めなければならない。

4　事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容�
　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。�
（1）　事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発�
　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発と
して、次の措置を講じなければならない。�
　なお、周知・啓発をするに当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントの防止の効果を高めるため、その発
生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。その際、職場におけるセクシュアルハラスメントの
発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあると考えられ、こうした言動をなくしていくことがセクシュ
アルハラスメントの防止の効果を高める上で重要であることに留意することが必要である。�
イ�　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨
の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること。�

（事業主の方針を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントを
行ってはならない旨の方針を規定し、当該規定と併せて、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別
役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ることを、労働者に周知・啓
発すること。�
②�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に職場におけるセクシュアルハラスメ
ントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となり得ること並
びに職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を記載し、配布等すること。�
③�　職場におけるセクシュアルハラスメントの内容及び性別役割分担意識に基づく言動がセクシュアルハラスメント
の発生の原因や背景となり得ること並びに職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を
労働者に対して周知・啓発するための研修、講習等を実施すること。�

ロ�　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対
処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発
すること。�

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるセクシュアルハラスメントに係
る性的な言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。�
②�　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る性的な言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における
服務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・
啓発すること。�

（2）　相談（苦情を含む。以下同じ。）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備�
　事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、
次の措置を講じなければならない。�
イ　相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）�をあらかじめ定め、労働者に周知すること。�
（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）�
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①　相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。�
②　相談に対応するための制度を設けること。�
③　外部の機関に相談への対応を委託すること。�

ロ�　イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口
においては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況
や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、職場におけるセクシュアルハラスメントが現実
に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるセクシュアルハラスメントに該当する
か否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境
を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生
じるおそれがある場合等が考えられる。�

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）
①�　相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図る
ことができる仕組みとすること。�
②�　相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応する
こと。�
③　相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。�

（3）　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応�
　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案に係る事実関
係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。�
イ�　事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者
とされる者（以下「行為者」という。）�が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主�（その者が法人である場合に
あっては、その役員）である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれる。�

（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）
①�　相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相談者」という。）�及び行為
者の双方から事実関係を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその
認識にも適切に配慮すること。�
　また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められ
る場合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。�
②�　事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第18条に基づく調停の申
請を行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。�

ロ�　イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受
けた労働者（以下「被害者」という。）�に対する配慮のための措置を適正に行うこと。�

（措置を適正に行っていると認められる例）
①�　事案の内容や状況に応じ、被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配
置転換、行為者の謝罪、被害者の労働条件上の不利益の回復、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による
被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること。�
②　法第 18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被害者に対して講ずること。�

ハ�　イにより、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措
置を適正に行うこと。�

（措置を適正に行っていると認められる例）�
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場におけるセクシュアルハラスメントに関す
る規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、
被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、被害者と行為者を引き離すための配置転換、行為者の謝罪等の措
置を講ずること。�
②　法第 18条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行為者に対して講ずること。�

ニ�　改めて職場におけるセクシュアルハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずる
こと。�
　なお、セクシュアルハラスメントに係る性的な言動の行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（そ
の者が法人である場合にあっては、その役員）である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置
への協力を求めることも含まれる。�
　また、職場におけるセクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講
ずること。�
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（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）�
①�　職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針及び職場におけるセクシュアルハラスメン
トに係る性的な言動を行った者について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等
広報又は啓発のための資料等に改めて掲載し、配布等すること。
②�　労働者に対して職場におけるセクシュアルハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改めて実
施すること。�

（4）（1）から（3）までの措置と併せて講ずべき措置�
（1） から （3） までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。�
イ�　職場におけるセクシュアルハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシーに
属するものであることから、相談への対応又は当該セクシュアルハラスメントに係る事後の対応に当たっては、相談
者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。�

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例 ）�
①�　相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者
が相談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。�
②　相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。�
③�　相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、
パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること。�

ロ�　法第 11条第 2項、第 17条第 2項及び第 18条第 2項の規定を踏まえ、労働者が職場におけるセクシュアルハラ
スメントに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道
府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこ
と（以下「セクシュアルハラスメントの相談等」という。）�を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨
を定め、労働者に周知・啓発すること。�

（不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者にその周知・啓発することについて措置を講じていると認められる例）
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、セクシュアルハラスメントの相談等を理由と
して、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。�
②�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、セクシュアルハラスメントの相談
等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。�

5　他の事業主の講ずる雇用管理上の措置の実施に関する協力�
　法第11条第 3項の規定により、事業主は、当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主（その者が法人である場合にあっ
ては、その役員）による他の事業主の雇用する労働者に対する職場におけるセクシュアルハラスメントに関し、他の事業主
から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなけ
ればならない。�
　また、同項の規定の趣旨に鑑みれば、事業主が、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由とし
て、当該事業主に対し、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくないものである。�

6　事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容�
　事業主は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、4の措置に加え、次の取組を行うことが望ましい。�

（1）　職場におけるセクシュアルハラスメントは、パワーハラスメント（事業主が職場における優越的な関係を背景とした
言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針（令和 2年厚生労働省告示第 5号）に規定する「職
場におけるパワーハラスメント」をいう。以下同じ。）�、妊娠、出産等に関するハラスメント�（事業主が職場における妊娠、

　出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針�（平成 28 年厚生労働省告示第
312号）�に規定する「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」をいう。）�、育児休業等に関するハラスメント�（子
の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事
業主が講ずべき措置等に関する指針�（平成 21年厚生労働省告示第509号）�に規定する「職場における育児休業等に関す
るハラスメント」をいう。）�その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、事業主は、例えば、パワー
ハラスメント等の相談窓口と一体的に、職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口を設置し、一元的に相談に応
じることのできる体制を整備することが望ましい。�
（一元的に相談に応じることのできる体制の例）�

①�　相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場におけるセクシュアルハラスメントのみならず、パワーハ
ラスメント等も明示すること。
②　職場におけるセクシュアルハラスメントの相談窓口がパワーハラスメント等の相談窓口を兼ねること。�

（2）　事業主は、4の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換
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等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めることが重要である。なお、労働者
や労働組合等の参画を得る方法として、例えば、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 18条第 1項に規定する
衛生委員会の活用なども考えられる。�

7　事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容�
　3の事業主及び労働者の責務の趣旨に鑑みれば、事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者（他の事業主が
雇用する労働者及び求職者を含む。）�のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対
する言動についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主�（その者が法人である場合にあっては、その役員）�自
らと労働者も、労働者以外の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい。�
　こうした責務の趣旨も踏まえ、事業主は、4（1）イの職場におけるセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方
針の明確化等を行う際に、当該事業主が雇用する労働者以外の者（他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求
職者及び労働者以外の者）に対する言動についても、同様の方針を併せて示すことが望ましい。�
　また、これらの者から職場におけるセクシュアルハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容を
踏まえて、4の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい。
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事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ
き措置についての指針� （平成 28年厚生労働省告示第 312号）

1　はじめに�
　この指針は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113号。以下「法」という。）�
第11条の 3 第1項及び第 2項に規定する事業主が職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が
妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する事由であって雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
等に関する法律施行規則�（昭和 61年労働省令第 2号。以下「均等則」という。）�第 2 条の 3で定めるもの�（以下「妊娠、出産等」
という。）�に関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されること�（以下「職場における妊娠、出産等に関するハラスメント」
という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、法第11条の 3 第 3 項の規定に基づき事業主が適切かつ有効な実施
を図るために必要な事項について定めたものである。�

2　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容�

（1）　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントには、上司又は同僚から行われる以下のものがある。なお、業務
分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものについては、職場における妊娠、
出産等に関するハラスメントには該当しない。�
イ�　その雇用する女性労働者の労働基準法（昭和 22年法律第 49 号）第 65 条第1項の規定による休業その他の妊娠又
は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの（以下「制度等の利用への嫌がらせ型」
という。）�
ロ�　その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害される
もの（以下「状態への嫌がらせ型」という。）�

（2）　「職場」とは、事業主が雇用する女性労働者が業務を遂行する場所を指し、当該女性労働者が通常就業している場所
以外の場所であっても、当該女性労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれる。�

（3）　「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働
者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいう。また、派遣労働者については、派遣元事業主のみならず、労働者派遣
の役務の提供を受ける者についても、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭
和 60年法律第 88号）第 47条の 2の規定により、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を雇用する事業主とみ
なされ、法第 11条の 3第 1項及び第 11条の 4第 2項の規定が適用されることから、労働者派遣の役務の提供を受け
る者は、派遣労働者についてもその雇用する労働者と同様に、3（1）の配慮及び 4の措置を講ずることが必要である。
なお、法第 11条の 3第 2項、第 17条第 2項及び第 18条第 2項の労働者に対する不利益な取扱いの禁止については、
派遣労働者も対象に含まれるものであり、派遣元事業主のみならず、労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該
者に派遣労働者が職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの相談を行ったこと等を理由として、当該派遣労働
者に係る労働者派遣の役務の提供を拒む等、当該派遣労働者に対する不利益な取扱いを行ってはならない。�

（4）　「制度等の利用への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ①から⑥までに掲げる制度又は措置（以下「制度等」という。）�
の利用に関する言動により就業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものがあるが、ロに掲げる
ものは限定列挙ではないことに留意が必要である。�
イ　制度等�
①　妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置（母性健康管理措置）（均等則第 2条の 3第 3号関係）�
②　坑内業務の就業制限及び危険有害業務の就業制限（均等則第 2条の 3第 4号関係）�
③　産前休業（均等則第 2条の 3第 5号関係）�
④　軽易な業務への転換（均等則第 2条の 3第 6号関係）�
⑤�　変形労働時間制がとられる場合における法定労働時間を超える労働時間の制限、時間外労働及び休日労働の制限並
びに深夜業の制限（均等則第 2条の 3第 7号関係）�
⑥　育児時間（均等則第 2条の 3第 8号関係）�

ロ　典型的な例�
①�　解雇その他不利益な取扱い（法第 9 条第 3 項に規定する解雇その他不利益な取扱いをいう。以下同じ。）�を示唆する
もの女性労働者が、制度等の利用の請求等（措置の求め、請求又は申出をいう。以下同じ。）�をしたい旨を上司に相談
したこと、制度等の利用の請求等をしたこと、又は制度等の利用をしたことにより、上司が当該女性労働者に対し、解
雇その他不利益な取扱いを示唆すること。�
②　制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの�
　客観的にみて、言動を受けた女性労働者の制度等の利用の請求等又は制度等の利用が阻害されるものが該当する。�

（イ）�　女性労働者が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求
等をしないよう言うこと。�
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（ロ）�　女性労働者が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該女性労働者に対し、当該請求等を取り下げるよう言う
こと。�

（ハ） 　女性労働者が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は
継続的に当該請求等をしないよう言うこと（当該女性労働者がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわ
らず、更に言うことを含む。）。�

（ニ）�　女性労働者が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に当該請求
等を取り下げるよう言うこと（当該女性労働者がその意に反することを当該同僚に明示しているにもかかわらず、更に言う
ことを含む。）。�
③　制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの�
　客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就業
する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当する。�
　女性労働者が制度等の利用をしたことにより、上司又は同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がら
せ等（嫌がらせ的な言動、業務に従事させないこと又は専ら雑務に従事させることをいう。以下同じ。）�をすること�（当該
女性労働者がその意に反する　ことを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含む。）。�

（5）　「状態への嫌がらせ型」とは、具体的には、イ①から⑤までに掲げる妊娠又は出産に関する事由（以下「妊娠等したこと」
という。）�に関する言動により就業環境が害されるものである。典型的な例として、ロに掲げるものがあるが、ロに掲
げるものは限定列挙ではないことに留意が必要である。�
イ　妊娠又は出産に関する事由�
①　妊娠したこと（均等則第 2条の 3第1号関係）。�
②　出産したこと（均等則第 2条の 3第 2号関係）。�
③�　坑内業務の就業制限若しくは危険有害業務の就業制限の規定により業務に就くことができないこと又はこれらの業務
に従事しなかったこと（均等則第 2条の 3第 4号関係）。�
④　産後の就業制限の規定により就業できず、又は産後休業をしたこと（均等則第 2条の 3第 5号関係）。�
⑤�　妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかったこと又は労働能率が低下したこ
と（均等則第 2 条の 3 第 9 号関係）。なお、「妊娠又は出産に起因する症状」とは、つわり、妊娠悪阻、切迫流産、
出産後の回復不全等、妊娠又は出産をしたことに起因して妊産婦に生じる症状をいう。�

ロ　典型的な例
①�解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの�
　女性労働者が妊娠等したことにより、上司が当該女性労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆すること。�
②　妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの��
　客観的にみて、言動を受けた女性労働者の能力の発揮や継続就業に重大な悪影響が生じる等当該女性労働者が就
業する上で看過できない程度の支障が生じるようなものが該当する。�
　女性労働者が妊娠等したことにより、上司又は同僚が当該女性労働者に対し、繰り返し又は継続的に嫌がらせ等を
すること（当該女性労働者がその意に反することを当該上司又は同僚に明示しているにもかかわらず、更に言うことを含
む。）。�

3　事業主等の責務�
（1）　事業主の責務
　法第 11条の 4第 2項の規定により、事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを行ってはならな
いことその他職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに起因する問題（以下「妊娠、出産等に関するハラスメ
ント問題」という。）�に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者�（他の事
業主が雇用する労働者及び求職者を含む。（2）において同じ。）�に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施そ
の他の必要な配慮をするほか、国の講ずる同条第 1項の広報活動、啓発活動その他の措置に協力するように努めなけ
ればならない。なお、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに起因する問題としては、例えば、労働者の意
欲の低下などによる職場環境の悪化や職場全体の生産性の低下、労働者の健康状態の悪化、休職や退職などにつながり
得ること、これらに伴う経営的な損失等が考えられる。�
　また、事業主（その者が法人である場合にあっては、その役員）は、自らも、妊娠、出産等に関するハラスメント問
題に対する関心と理解を深め、労働者（他の事業主が雇用する労働者及び求職者を含む。）�に対する言動に必要な注意
を払うように努めなければならない。�

（2）　労働者の責務�
　法第 11条の 4第 4項の規定により、労働者は、妊娠、出産等に関するハラスメント問題に対する関心と理解を深め、
他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる 4の措置に協力するように努めなければなら
ない。
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4　事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関し雇用管理上講ずべき措置の内容�
　事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを防止するため、雇用管理上次の措置を講じなければならない。な
お、事業主が行う妊娠、出産等を理由とする不利益取扱い（就業環境を害する行為を含む。）�については、既に法第 9 条第 3 項
で禁止されており、こうした不利益取扱いを行わないため、当然に自らの行為の防止に努めることが求められる。�

（1）　事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発�
　事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに対する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・
啓発として、次の措置を講じなければならない。�
　なお、周知・啓発をするに当たっては、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの防止の効果を高めるため、
その発生の原因や背景について労働者の理解を深めることが重要である。その際、職場における妊娠、出産等に関する
ハラスメントの発生の原因や背景には、（i）妊娠、出産等に関する否定的な言動（不妊治療に対する否定的な言動を含
め、他の女性労働者の妊娠、出産等の否定につながる言動（当該女性労働者に直接行わない言動も含む。）�をいい、単
なる自らの意思の表明を除く。以下同じ。）�が頻繁に行われるなど制度等の利用又は制度等の利用の請求等をしにくい
職場風土や、�（ii）�制度等の利用ができることの職場における周知が不十分であることなどもあると考えられる。そのた
め、これらを解消していくことが職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの防止の効果を高める上で重要であ
ることに留意することが必要である。�
イ�　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの内容（以下「ハラスメントの内容」という。）�及び妊娠、出産
等に関する否定的な言動が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の原因や背景となり得ること（以
下「ハラスメントの背景等」という。）�、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを行ってはならない旨の
方針�（以下「事業主の方針」という。）�並びに制度等の利用ができる旨を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・
啓発すること。�

（事業主の方針等を明確化し、労働者に周知・啓発していると認められる例）�
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、事業主の方針及び制度等の利用ができる旨につ
いて規定し、当該規定と併せて、ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等を労働者に周知・啓発すること。�
②�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等にハラスメントの内容及びハラスメントの背
景等、事業主の方針並びに制度等の利用ができる旨について記載し、配布等すること。�
③�　ハラスメントの内容及びハラスメントの背景等、事業主の方針並びに制度等の利用ができる旨を労働者に対して周知・
啓発するための研修、講習等を実施すること。�

ロ�　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処
の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発する
こと。�

（対処方針を定め、労働者に周知・啓発していると認められる例）�
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場における妊娠、出産等に関するハラスメント
に係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発すること。�
②�　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動を行った者は、現行の就業規則その他の職場における服
務規律等を定めた文書において定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を明確化し、これを労働者に周知・啓発
すること。�

（2）　相談（苦情を含む。以下同じ。）�に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備�
　事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、
次の措置を講じなければならない。�
イ　相談への対応のための窓口（以下「相談窓口」という。）�をあらかじめ定め、労働者に周知すること。�
（相談窓口をあらかじめ定めていると認められる例）�
①　相談に対応する担当者をあらかじめ定めること。�
②　相談に対応するための制度を設けること。�
③　外部の機関に相談への対応を委託すること。�

ロ�　イの相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。また、相談窓口にお
いては、被害を受けた労働者が萎縮するなどして相談を躊躇する例もあること等も踏まえ、相談者の心身の状況や当該言
動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが現実に生じ
ている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当するか否
か微妙な場合等であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。例えば、放置すれば就業環境を害する
おそれがある場合や、妊娠、出産等に関する否定的な言動が原因や背景となって職場における妊娠、出産等に関するハラ
スメントが生じるおそれがある場合等が考えられる。�

（相談窓口の担当者が適切に対応することができるようにしていると認められる例）�
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①�　相談窓口の担当者が相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門とが連携を図るこ
とができる仕組みとすること。�
②�　相談窓口の担当者が相談を受けた場合、あらかじめ作成した留意点などを記載したマニュアルに基づき対応すること。�
③　相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修を行うこと。�

（3）　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応�
　事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る相談の申出があった場合において、その事案に係
る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。�
イ　事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること。�
（事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認していると認められる例）�
①�　相談窓口の担当者、人事部門又は専門の委員会等が、相談を行った労働者（以下「相談者」という。）�及び職場にお
ける妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動の行為者とされる者�（以下「行為者」という。）�の双方から事実関係
を確認すること。その際、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも適切に配慮する
こと。�
　�　また、相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に不一致があり、事実の確認が十分にできないと認められる場
合には、第三者からも事実関係を聴取する等の措置を講ずること。�
②�　事実関係を迅速かつ正確に確認しようとしたが、確認が困難な場合などにおいて、法第18 条に基づく調停の申請を
行うことその他中立な第三者機関に紛争処理を委ねること。�

ロ�　イにより、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を
受けた労働者（以下「被害者」という。）�に対する配慮のための措置を適正に行うこと。�

（措置を適正に行っていると認められる例）�
①�　事案の内容や状況に応じ、被害者の職場環境の改善又は迅速な制度等の利用に向けての環境整備、被害者と行為
者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪、管理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者のメン
タルヘルス不調への相談対応等の措置を講ずること。�
②�　法第18 条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被害者に対して講ずること。�

ハ�　イにより、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する
措置を適正に行うこと。�

（措置を適正に行っていると認められる例）�
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書における職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに
関する規定等に基づき、行為者に対して必要な懲戒その他の措置を講ずること。あわせて、事案の内容や状況に応じ、
被害者と行為者の間の関係改善に向けての援助、行為者の謝罪等の措置を講ずること。
②�　法第18 条に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を行為者に対して講ずること。�

ニ�　改めて職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講
ずること。�
　�　なお、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置
を講ずること。�

（再発防止に向けた措置を講じていると認められる例）�
①�　事業主の方針、制度等の利用ができる旨及び職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る言動を行った者
について厳正に対処する旨の方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に改め
て掲載し、配布等すること。�
②�　労働者に対して職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を改め
て実施すること。�

（4）　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置�
　事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整
備など、事業主や妊娠等した労働者その他の労働者の実情に応じ、必要な措置を講じなければならない（派遣労働者に
あっては、派遣元事業主に限る。）。�
　なお、措置を講ずるに当たっては、�
（i）�　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの背景には妊娠、出産等に関する否定的な言動もあるが、当該言動の
要因の一つには、妊娠した労働者がつわりなどの体調不良のため労務の提供ができないことや労働能率が低下すること等
により、周囲の労働者の業務負担が増大することもあることから、周囲の労働者の業務負担等にも配慮すること�

（ii）�　妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーション
を図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと

のいずれも重要であることに留意することが必要である（5（2）において同じ。）。�



－ 98 －

（業務体制の整備など、必要な措置を講じていると認められる例）�
①　妊娠等した労働者の周囲の労働者への業務の偏りを軽減するよう、適切に業務分担の見直しを行うこと。�
②　業務の点検を行い、業務の効率化等を行うこと。�

（5）　（1）から（4）までの措置と併せて講ずべき措置�
　　（1）から（4）までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。�

イ�　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに係る相談者・行為者等の情報は当該相談者・行為者等のプライバシー
に属するものであることから、相談への対応又は当該妊娠、出産等に関するハラスメントに係る事後の対応に当たっては、
相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること。�

（相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていると認められる例）�
①�　相談者・行為者等のプライバシーの保護のために必要な事項をあらかじめマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相
談を受けた際には、当該マニュアルに基づき対応するものとすること。�
②　相談者・行為者等のプライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修を行うこと。�
③�　相談窓口においては相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じていることを、社内報、パ
ンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に掲載し、配布等すること。�

ロ�　法第11条の 3 第 2 項、第17条第 2項及び第18 条第 2項の規定を踏まえ、労働者が職場における妊娠、出産等に
関するハラスメントに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、
都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこ
と（以下「妊娠・出産等に関するハラスメントの相談等」という。）�を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨
を定め、労働者に周知・啓発すること。�

（不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者にその周知・啓発することについて措置を講じていると認められる例）�
①�　就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、妊娠・出産等に関するハラスメントの相談等を理
由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、労働者に周知・啓発をすること。
②�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、妊娠・出産等に関するハラスメントの
相談等を理由として、当該労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配布等すること。�

5　事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関し行うことが望ましい取組の内容�
　事業主は、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントを防止するため、4の措置に加え、次の取組を行うことが
望ましい。�
（1）　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントは、育児休業等に関するハラスメント（子の養育又は家族の介護
を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置
等に関する指針（平成 21年厚生労働省告示第 509 号）に規定する「職場における育児休業等に関するハラスメント」
をいう。）�、セクシュアルハラスメント�（事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべ
き措置等についての指針�（平成 18年厚生労働省告示第 615号）�に規定する「職場におけるセクシュアルハラスメント」
をいう。以下同じ。）�、パワーハラスメント�（事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針�（令和 2年厚生労働省告示第 5号）に規定する「職場におけるパワー
ハラスメント」をいう。）�その他のハラスメントと複合的に生じることも想定されることから、事業主は、例えば、セ
クシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談窓口を設置
し、一元的に相談に応じることのできる体制を整備することが望ましい。�
（一元的に相談に応じることのできる体制の例）�
①�　相談窓口で受け付けることのできる相談として、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントのみならず、セクシュ
アルハラスメント等も明示すること。�
②�　職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの相談窓口がセクシュアルハラスメント等の相談窓口を兼ねること。�

（2）　事業主は、職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、妊娠等した
労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りなが
ら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等を、妊娠等した労働者に周知・啓発するこ
とが望ましい。�
（妊娠等した労働者への周知・啓発の例）�
①�　社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報又は啓発のための資料等に、妊娠等した労働者の側においても、
制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーションを図りながら自身の体調等に応じて適
切に業務を遂行していくという意識を持つこと等について記載し、妊娠等した労働者に配布等すること。�
②�　妊娠等した労働者の側においても、制度等の利用ができるという知識を持つことや、周囲と円滑なコミュニケーション
を図りながら自身の体調等に応じて適切に業務を遂行していくという意識を持つこと等について、人事部門等から妊娠等
した労働者に周知・啓発すること。�
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（3）　事業主は、4の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交
換等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めることが重要である。なお、労
働者や労働組合等の参画を得る方法として、例えば、労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号）第 18条第 1項に規
定する衛生委員会の活用なども考えられる。�

6　事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容�
　3の事業主及び労働者の責務の趣旨に鑑みれば、事業主は、当該事業主が雇用する労働者が、他の労働者（他の事業主が雇
用する労働者及び求職者を含む。）�のみならず、個人事業主、インターンシップを行っている者等の労働者以外の者に対する言動
についても必要な注意を払うよう配慮するとともに、事業主�（その者が法人である場合にあっては、その役員）�自らと労働者も、
労働者以外の者に対する言動について必要な注意を払うよう努めることが望ましい。�
　こうした責務の趣旨も踏まえ、事業主は、4（1）イの職場における妊娠、出産等に関するハラスメントを行ってはならない旨の
方針の明確化等を行う際に、当該事業主が雇用する労働者以外の者（他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求
職者及び労働者以外の者）に対する言動についても、同様の方針を併せて示すことが望ましい。�
　また、これらの者から職場における妊娠、出産等に関するハラスメントに類すると考えられる相談があった場合には、その内容
を踏まえて、4の措置も参考にしつつ、必要に応じて適切な対応を行うように努めることが望ましい。�
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労働基準法（抄）
（昭和 22 年法律第 49 号）

第一章　総則

（男女同一賃金の原則）

第四条　使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

第六章の二　妊産婦等

（坑内業務の就業制限）

第六十四条の二　使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

一　�妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性�坑内で行われ

るすべての業務

二　�前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性�坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女

性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

（危険有害業務の就業制限）

第六十四条の三　使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性（以下「妊産婦」という。）を、重量物を取り扱う業務、

有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺
ほ

育等に有害な業務に就かせてはならない。

②�　前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊

産婦以外の女性に関して、準用することができる。

③�　前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定め

る。

（産前産後）

第六十五条　使用者は、六週間（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合

においては、その者を就業させてはならない。

②�　使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合にお

いて、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

③　使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

第六十六条　使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条

の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超

えて労働させてはならない。

②�　使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、

時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

③�　使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

（育児時間）

第六十七条　生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、

その生児を育てるための時間を請求することができる。

②　使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。

（生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置）

第六十八条　使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

「男女雇用機会均等推進者」
「職業家庭両立推進者」　　の選任・変更届
「短時間・有期雇用管理者」

○○○労働局長　殿
（都道府県）

　この度、当社（事務所）では下記のとおり男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者・短時間・有期雇用管理
者として（　選任　・　変更　）いたしますので、報告します。　　　　　　　　　　　　　　　

記

令和　　年　　月　　日

事 業 所 名
所 在 地
代表者職氏名
主な事業内容

総労働者数　　　　　　女　　　人　男　　　人
　うち正社員数　　　　女　　　人　男　　　人

うち短時間・有期雇用労働者数　女　　　人　男　　　人

●男女雇用機会均等推進者　（□選任　□変更）
　企業単位ですので、1企業につき1人選任してください。

　企業単位ですので、1企業につき1人選任してください。

所　属　部　課

役　　職　　名

氏　　　　　名

（TEL）

●短時間・有期雇用管理者　（□選任　□変更）

●職業家庭両立推進者　（□選任　□変更）

所　属　部　課

役　　職　　名

氏　　　　　名

（TEL）

所　属　部　課

役　　職　　名

氏　　　　　名

（TEL）
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「男女雇用機会均等推進者」を選任してください。（第 13 条の２）「男女雇用機会均等推進者」を選任してください。（第 13 条の２）

男女雇用機会均等推進者とは、企業において次の措置が適切かつ有効に実施されるよう選任い
ただくものです。
 　　・職場における男女の均等な機会及び待遇の確保
 　　・事実上生じている男女間格差を解消するためのポジティブ・アクション
 　　・職場におけるセクシュアルハラスメント対策
 　　・職場における妊娠・出産等に関するハラスメント対策
 　　・妊娠中及び出産後の母性健康管理に関する措置　等

※　選任（変更）届は、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）（背表紙）へ提出してください。
※�　届出様式は、育児・介護休業法に基づく「職業家庭両立推進者」、パートタイム・有期雇用労働法に基づ
く「短時間・有期雇用管理者」の選任・変更届と共通です。

「男女雇用機会均等推進者」
「職業家庭両立推進者」　　の選任・変更届
「短時間・有期雇用管理者」

○○○労働局長　殿
（都道府県）

　この度、当社（事務所）では下記のとおり男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者・短時間・有期雇用管理
者として（　選任　・　変更　）いたしますので、報告します。　　　　　　　　　　　　　　　

記

令和　　年　　月　　日

事 業 所 名
所 在 地
代表者職氏名
主な事業内容

総労働者数　　　　　　女　　　人　男　　　人
　うち正社員数　　　　女　　　人　男　　　人

うち短時間・有期雇用労働者数　女　　　人　男　　　人

●男女雇用機会均等推進者　（□選任　□変更）
　企業単位ですので、1企業につき1人選任してください。

　企業単位ですので、1企業につき1人選任してください。

所　属　部　課

役　　職　　名

氏　　　　　名

（TEL）

●短時間・有期雇用管理者　（□選任　□変更）

●職業家庭両立推進者　（□選任　□変更）

所　属　部　課

役　　職　　名

氏　　　　　名

（TEL）

所　属　部　課

役　　職　　名

氏　　　　　名

（TEL）


